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平成 19 年 11 月 20 日 

各位 

上場会社名 三菱商事株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 小島 順彦 

コード番号 8058 

本店所在地 東京都千代田区丸の内 

 2 丁目 3番 1号 

問 合 せ 先 広報部報道ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 内村 雄介 

 03-3210-2172 

 

 

公開買付届出書の訂正届出書の提出、 

公開買付開始公告及び日本ケンタッキーフライドチキン株式会社株式 

に対する公開買付の開始に関するお知らせの訂正について 

 

当社は、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社（東証 2部：9873、以下「対象者」といい

ます。）株式の公開買付けに関して、金融商品取引法第 27 条の 8第 1項に基づく公開買付届出書の訂

正届出書を平成 19 年 11 月 20 日付で関東財務局長に提出いたしました。これに伴い、平成 19 年 11 月

1 日付公開買付開始公告及び平成 19年 10 月 31 日付「日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の内容を下記のとおり訂正いたします。 

なお、本訂正は、当社の特別関係者の株券等の所有状況等に係る議決権の数の修正に伴うものであ

り、金融商品取引法第 27 条の 3第 2項第 1号に定義される買付条件等に変更はございません。 

 

記 

 

１．平成 19 年 11 月 1 日付公開買付開始公告の訂正の内容 

（訂正箇所には下線を付しております。） 

〔訂正前〕 

2.公開買付けの内容 

（前略） 

(7）公告日における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別

関係者の株券等所有割合並びにこれらの合計 

公開買付者 31.24％ 特別関係者 31.57％ 合計 62.80％ 

（中略） 

(8）買付け等の後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合並びに当該株券等

所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計 

公開買付者 62.47％ 合計 62.80％ 

（後略） 
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〔訂正後〕 

2.公開買付けの内容 

（前略） 

(7）公告日における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別

関係者の株券等所有割合並びにこれらの合計 

公開買付者 31.24％ 特別関係者 31.51％ 合計 62.75％ 

（中略） 

(8）買付け等の後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合並びに当該株券等

所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計 

公開買付者 62.47％ 合計 62.75％ 

（後略） 

 

２．平成 19年 10 月 31 日付「日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社株式に対する公開買付け

の開始に関するお知らせ」の訂正の内容 

（訂正箇所には下線を付しております。） 

〔訂正前〕 

2.買付け等の概要 

（前略） 

（６）買付け等による株券等所有割合の異動 

買付け等前における公開買付者

の所有株券等に係る議決権の数 
7,150 個

（買付け等前における株券等所有割合

31.24％）

買付け等前における特別関係者

の所有株券等に係る議決権の数 
7,226 個

（買付け等前における株券等所有割合

31.57％）

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
7,151 個

（買付け等後における株券等所有割合

62.80％）

対象者の総株主等の議決権の数 22,677 個  

（後略） 

 

〔訂正後〕 

2.買付け等の概要 

（前略） 

（６）買付け等による株券等所有割合の異動 

買付け等前における公開買付者

の所有株券等に係る議決権の数 
7,150 個

（買付け等前における株券等所有割合

31.24％）

買付け等前における特別関係者

の所有株券等に係る議決権の数 
7,214 個

（買付け等前における株券等所有割合

31.51％）
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買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
7,151 個

（買付け等後における株券等所有割合

62.75％）

対象者の総株主等の議決権の数 22,677 個  

（後略） 

 

以上 

 

 

※ 当社は、対象者の株主の皆様に対する本公開買付けその他今回の取引に関するご連絡、及び当社の特別関係

者による対象者株式の所有状況の調査等をするため、対象者の株主名簿を取得しております。 

※ 本書面に含まれる情報を閲覧された方は、金融商品取引法第167条第３項及び同施行令第30条の規定により、

内部者取引（いわゆるインサイダー取引）規制に関する第一次情報受領者として、本書面の発表（2007 年 11

月 20 日午後 東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービスにおいて掲載された時刻）から 12 時間を経過する

までは、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社の株券等の買付け等が禁止される可能性がありますの

で、十分にご注意ください。万一、当該買付け等を行ったことにより、刑事、民事、行政上の責任を問われる

ことがあっても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。 

※ このプレスリリースは、公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として

作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず当社が作成する公開買付説明書をご覧頂

いた上で、株主ご自身の判断で申込みを行って下さい。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み

若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース（若

しくはその一部）又はその配布の事実が当該公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、

契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。 

※ 国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があ

ります。かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守して下さい。本公開買付けの実施が違法となる国又は地域

においては、仮にこのプレスリリースが受領されても、本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売

付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。 

 
 


